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仙台市道路事業方針（中間案）に対する意見の概要と本市の考え方 

〇意見の概要と本市の考え方 

 ※文中に記載のあるページ番号は中間案のページ番号です。 

（１）道路事業のこれまでの取り組みに関する意見（１件）

No 意見の概要 本市の考え方 

1 

第２章の「これまでの主な取り組み」に

具体的な事例を挙げることで、分かりや

すくなると思う。 

 「これまでの主な取り組み」（P.4～P.5）

では、現事業方針に基づき進めてきた

様々な取り組みのうち、主なものを記載

しております。具体的な事例については、

第５章の「主要施策」（P.16～P.37）に記

載するなど、分かりやすい内容になるよ

う努めております。 

（２）本市の道路をとりまく状況と変化に関する意見（２件） 

No 意見の概要 本市の考え方 

2 

将来的な少子化による人口減少と高齢

化社会の拡大における社会環境の変化も

付加すべき視点である。 

 ご指摘の点は、令和 3 年 3 月に策定さ

れた「仙台市基本計画」において考慮され

ており、仙台市基本計画を上位計画とす

る本事業方針もこうした社会環境の変化

を踏まえ、「施策 1-①生活道路の整備推

進」（P.16～P.20）や「施策 1-②道路のバ

リアフリー化」（P.21）などを進めていく

こととしております。 

3 

コロナ禍による新しい生活様式におけ

る社会環境の変化も付加すべき視点であ

る。 

 コロナ禍においては、物流交通の重要

性が改めて認識されたことなどから

（P.12）、「施策 2-①広域的な道路ネット

ワークの整備」（P.24）に取り組んでいく

こととしております。 

（３）基本方針１ 安全で安心なくらしを支えるみちづくりに関する意見（６件）

No 意見の概要 本市の考え方 

4 

施策 1-① 生活道路の整備推進（P.16）

の中で「生活道路」の定義として、生活道

路＝住宅地内の車道のみで構成されてい

る道路などとなっているが、生活道路と

は生活者が通るための道であって車が通

るための道ではない。車道である道路に

歩行者のためのスペースを作ってあげる

という発想はやめてほしい。 

 生活道路では、歩行者の安全性の確保

が重要であると認識しております。生活

道路の例示として「住宅地内の車道のみ

で構成される道路など」と記載しており

ましたが、より分かりやすい表現となる

よう、いただいたご意見を参考に修正い

たします（P.16）。 
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5 

上野山小学校通学路で交通量の多い幹

線道路の抜け道に“歩道の新設”“横断歩

道の白線表示”を要望する。近所には「地

域密着型特別養護老人ホーム」「小規模多

機能型居宅介護施設」があり、天気のいい

日は付添い人と一緒に車いす等で買い

物、散歩をしている。 

 本事業方針は、道路事業の基本的な方

針を定めるものでございます。なお、地域

の主要な生活道路における課題に対して

は、安全性や緊急性等を踏まえ、歩行者や

自転車、自動車の利用状況に応じた対策

を講じていくこととしております（P.16

～P.20）。 

6 

 自転車の交通規則が厳しくなっている

が、自転車が走行しにくい所がまだまだ

ある。また、既に整備している自転車走行

ゾーンの歩行者の通行にも目を光らせて

ほしい。いくらルールに従って走行して

も、歩行者からも自動車からも煙たがれ

るのはいかがなものかと思う。 

令和 3 年 3 月に策定された「仙台市自

転車の安全な利活用推進計画」に基づき、

引き続き自転車通行空間の整備を進めて

まいります（P.20）。また、「仙台市交通安

全計画」に基づき、道路利用者へのルール

遵守・マナー向上の周知・啓発を図ってま

いります。 

7 

 重要な課題として歩道の段差改善・解

消の記載をお願いしたい。高齢化社会に

より、歩道の歩行者及び車いす（人力・電

気）利用者が増加するなか、現状の歩道の

段差では危険性が高い。特に歩道部と直

工する横道との段差、個人宅前の急な勾

配の歩道は車いすでは危険である。是非

社会実験などをして指針を作成し、改善

してほしい。 

歩道の段差改善等については、全ての

人々が安全で快適に移動できるよう、道

路のバリアフリー化を進めていくことと

しております（P.21）。いただいたご意見

を踏まえ、歩行空間のバリアフリー化の

内容を修正いたします（P.21）。 

8 

施策 1-③道路の維持管理（P.22）の中

で、市民協働施策として「道路不具合通報

システムの運用」を開始したとある。民間

のシステム利用料の年間の支払い額はど

のくらいか。また、GPS を利用した位置情

報は正確なのだろうか。平成 30 年から開

始したというのなら、これまでの実績と

評価を示してほしい。 

道路不具合通報システムについては、

平成 29 年 12 月から令和 2 年 12 月まで

（試行期間含む）に約 1,400 件の通報が

寄せられており、休日夜間を含め時間を

問わず通報できることに加え、通報の際

に写真を添えていただくことで、より円

滑な対応につながるなど、市民の皆様の

安全・安心を確保する上で効果的なツー

ルの一つとなっているものと考えており

ます。
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9 

 都心に近い住宅地で樹齢豊かな桜並木

やケヤキ等の高い樹高と電線の干渉問

題、おそらく近隣住民のクレームなどで

情報公開もせずに突然伐採をすること

や、街路樹として意味のないような丸坊

主な剪定結果を見ると心からがっかりす

る。取り返しのつかない稚拙な対応は絶

対に止めてほしい。除去したりする場合

は時間をかけて情報公開して長期的な視

野で対応願いたい。 

 策定中の「仙台市みどりの基本計画」に

基づき、街路樹の管理状態を踏まえ、地域

との調整を十分に図りながら、適正な整

備・維持管理を行うとともに、街路樹が持

つ多様な機能を有効活用することで、更

なる都市の魅力向上を図ってまいりま

す。 

（４）基本方針２ 魅力的で活力のある都市を支えるみちづくりに関する意見（３件）

No 意見の概要 本市の考え方 

10

都市計画道路宮沢根白石線（南鍛冶町

工区、舟丁工区）、南小泉茂庭線（宮沢橋

工区）が開通しても、南小泉茂庭線（若林

区役所南側～宮沢橋）が整備されなけれ

ば、東からのアクセスが不便である。早期

の整備を望む。 

 本事業方針は、道路事業の基本的な方

針を定めるものでございます。なお、都市

計画道路については、交流・物流などの都

市活動や災害時における救命救助や物資

輸送などの活動を支えていくため、骨格

幹線道路網の形成や都心部の通過交通の

抑制に資する路線について、優先的な整

備を進めていくこととしております

（P.25）。 

11

 渋滞対策や安全対策として有効と考え

られる交差点の人・車・自転車の分離信号

を導入してほしい。市内の渋滞で良く見

られている状況は、人も車も時間的に集

中することにより、右折車線があふれて

直進車線が渋滞している。仙台市独自で

対策は出来ないだろうが、道路管理者と

して関係先と粘り強い交渉実現を望む。

 渋滞対策や安全対策については、交通

管理者である宮城県警をはじめとした関

係機関と連携しながら、効果的な対策を

進めてまいります（P.17、P.26）。また、

道路事業の推進にあたっては、関係者と

連携を図り、各施策を進めてまいります

（P.38）。 

12

 仙台市の主要な通りでは長年に亘り道

路・公共空間の利活用の社会実験が行わ

れており、昨年は国交省の路上空間の飲

食利活用についてガイドラインも発表さ

れて実施もしている。魅力的な街を目指

すには重要なプログラムであり、是非“仙

台方式”なる条例を策定して恒常的な利

活用の実現を願う。 

 主に都市活力を生み出す都心部におい

て、賑わいを創出し回遊性を高めるため、

多様な主体との協働による道路空間の利

活用や道路空間の再構成を進めてまいり

ます（P.29～P.30）。 
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（５）基本方針３ 持続可能で強靱な都市を支えるみちづくりに関する意見（２件）

No 意見の概要 本市の考え方 

13

道路を整備するのであれば、大雨対策

という視点でも検討してほしい。下水道

体系を見直して、大雨時の１時間に５０

㎜の大雨にも負けない排水能力を持つ下

水道システムを念頭に置き、道路事業方

針を立ててほしい。役所の中で縦割りで

はなく、必要な他の部署との横の連携を

密にして事業方針を練る姿勢が大事だと

考える。 

 近年の激甚化・頻発化する豪雨に対し

ては、河川や下水道だけでなく、様々な

関係者が一体となった取り組みが必要で

あり、道路事業においても浸水対策に関

する取り組みを進めてまいります

（P.33）。 

14

青葉神社通りの無電柱化、もしくは、車

両の一方通行化を検討してほしい。歩行

者及び自転車としては、車両等の邪魔に

ならないように沿道を通行することはス

トレスです。自動車からは、歩行者や自

転車が危なっかしいのは勿論、車両と対

面通行の際は電柱の存在もネックという

声がある。朝晩の渋滞が目立つことがあ

るので、歩行者・自転車・自動車・トラッ

ク・地元住民、皆が暮らしやすい通りに

なればいいなと願っている。 

 本事業方針は、道路事業の基本的な方

針を定めるものでございます。なお、安

全対策については、地域の実情に応じて

生活道路の交通安全対策や歩道整備等を

進めていくこととしております（P.16～

P.20）。また、無電柱化については、令和

2 年 3 月に策定した「仙台市無電柱化推

進計画」に基づき、無電柱化整備の推進

や電柱・電線の新設を抑制する取り組み

などを進めていくこととしております

（P.34）。 

（６）道路事業の推進に関する施策に関する意見（２件）

No 意見の概要 本市の考え方 

15

シンポジウムの開催を提案する。福岡

市では「福岡道路整備懇談会」を設置し、

道路整備の将来ビジョンなどについて審

議している。今回の「仙台市道路事業方

針」は仙台市における方針策定だが、市民

に広く道路事業の現状や今後の方針につ

いて理解を深めてもらうため、方針策定

後に、市民や学識経験者などによるシン

ポジウムを開催してはどうか。 

 広報・広聴の充実（P.39）において、よ

り効果的でわかりやすい情報発信に努め

ることとしており、より多くの市民の皆

さまにご理解をいただきながら道路事業

を進めてまいります。 
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16

本市の道路をとりまく状況と変化を巨

視的・長期的視点でみると、道路の名前が

消え、あるいは新規名称（通称あるいは愛

称）の付与が甚だ少ないことに気が付く。

行政は管理番号があれば困らないと思う

が、市民にとっては不便この上ないので

はないだろうか。例えば、道路の不具合を

見つけて市の担当部署に通報するとき、

交通事故のとき、タクシーを呼ぶときな

どに、場所の説明がしにくくて困ってし

まう。諸外国では広く道路の名称を利用

した住所表示が行われている関係で、道

路に名前が付いている。外国人が今後ま

すます多く訪れたり滞在したりする本市

の未来を考えても、道路に名前を付け、適

切な表示・標識を整備するという施策は

優先課題となるだろう。 

 広報・広聴の充実（P.39）において、よ

り効果的でわかりやすい情報発信に努め

ることとしております。また、市民生活の

利便性や市民の皆様の身近な道路への愛

着心の向上を図る目的から、地域団体等

からの要望を基に選考を行い、道路に愛

称を命名したうえで、標識板の設置をし

ているところです。 

（７）その他の意見（１件）

No 意見の概要 本市の考え方 

17

 私の住む団地は 50 年以上前に土地造

成法により開発された。私は世話人とし

て私道の市道編入を市に働きかけ、昨年

12月に大部分が仙台市道の区域として決

定されたが、残り 20 メートル位は編入か

ら除外された。団地の住民は高齢者世帯

となり、売却する際は私道のままになっ

ているところは買い手がつかず、道路の

名義人が不在地主となった場合、空き家

が放置されることにもなる。早急に規則

を改正し、残された分も編入できるよう

にしてほしい。 

 本事業方針は、道路事業の基本的な方

針を定めるものであり、個別の要望を受

けるものではありませんが、ご意見は関

係課と共有いたします。 


